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総   則 

第 一 章  名称及び目的 

第 １ 条 本会は調布市立第五中学校ＰＴＡと称する。 

1. 本会は、昭和 44 年 8 月 2 日に設立。 

2. 本会は、略称を五中ＰＴＡとする。 

第 ２ 条 本会は、事務所の所在地を以下とする。 

〒182-0035 東京都調布市上石原 3－27－1 （調布市立第五中学校内） 

第 ３ 条 本会は、教職員と保護者との関係を緊密にし、地区における教育環境を整え、 

生徒の心身の健全な発達と幸福をはかることを目的とする。 

第 二 章  事   業 

第 4 条 本会は、本会の目的に必要な活動を行う。 

1. 生徒の福祉向上に必要な諸活動を行う。 

2. ＰＴＡメンバーの親睦と教養の向上に努める。 

3. 本会の目的達成のための諸活動を行う。 

第 三 章  方   針 

第 5 条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、生徒の教育並びに福祉のため次の方針に従い 

活動するものとする。 

1. 目的を同じくする他の社会的団体や機関と協力する。 

2. 特定の政党、宗教にかたよることなく営利を目的とした活動を行わない。 

3. 学校の人事及び管理運営事項に干渉しない。 

第 四 章  ＰＴＡメンバー 

第 6 条 ＰＴＡメンバーは、学校に在籍する生徒の保護者、又はこれに代わる者、及び学校に勤務する 

教職員とで構成する。 

第 五 章  役員及び会計監査委員 

第 7 条 本会に次の役員及び会計監査委員を置く。 

1. 会長 1 名、それ以外の役員については人数の規定を設けない。但し、内 1 名は教職員とする。 

2. 会計監査委員 2 名。内 1 名は前年度の会計担当者とし、もう 1 名は教職員とする。 

第 8 条 役員及び会計監査委員の任期は、1 ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 

役員及び会計監査委員に欠員が生じた場合は、役員及び会計監査委員で協議の上、 

補充することができる。但し、任期は前任者の残任期間とする。 
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第 9 条 役員は、ＰＴＡメンバーの立候補、及び抽選により選出し総会で承認する。抽選対象者は、前年度に引き 

続きのＰＴＡメンバーとする。生徒 1 名につき役員、又は運営委員を担った者は、対象免除の権利を有する。 

但し、本人が免除の辞退を望む場合は、その限りでは無い。 

第 10 条 役員及び会計監査委員は、本会の他の役員、会計監査委員及び委員との兼務を認めない。 

第 11 条 会長は、本会を代表してＰＴＡ活動を統括し、総会及び役員会・運営委員会を招集する。 

第 12 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

第 13 条 会計は、本会の会計全般の事務にあたり、会計監査を経て総会において会計報告を行う。 

第 14 条 書記は、本会の活動に関する主要事項を記録し、ＰＴＡ活動に関係ある諸種の資料を作成し整理保管する。 

第 15 条 会計監査委員は、本会の会計事務を監査し、総会において会計監査報告を行い、承認を得る。 

第 16 条 会計監査委員を含む役員、及び運営委員は、適用条件を満たすことで次の免除期間ならびに 

特典の権利を得るものとする。但し、本人が免除の辞退を望む場合は、その限りでは無い。 

 

第 六 章  委 員 会 

第 17 条 本会に、実務を担う運営委員会を置き、以下の各委員会をもって構成する。 

1. 行事サポート委員会： 構成は各学年より選出された複数名の委員と 1 名の担当職員、地域の有志 1 名～2

名（地域有志は常任ではない）。人員数については、学校行事の実績などを考慮し年内の本部役員会にて決

定する。 

2. 特別委員会： 構成は総会及び運営委員会で必要と認められた人員とする。 

3. 選出委員会： 構成は第 1 学年及び第 2 学年の各学級より選抜された 1 名の委員と副校長。 

第  18 条  前条の各委員会には委員長１名、副委員長１名を置き、ＰＴＡメンバー相互の交流をはかり、         

総則第４条に準じた活動を行う。運営委員会に属する各委員を総称して「運営委員」と呼ぶ。 

PTA本部役員 運営委員

会長 会長以外 4役相当 左記以外

PTA本部役員
の抽選

運営委員
の抽選

①体育祭
の優先席

－ －
現役の

体育祭担当

②合唱ｺﾝｸｰﾙ
の優先席

－ －
現役の

合唱コン担当

③卒業式
の優先席

対象生徒が
３年生のとき

－ － －

④制服ﾘｻｲｸﾙ
のﾌｧｽﾄﾊﾟｽ

任期中 － － －

※「ファストパス」とは、開場時刻よりも前に入場できる権利のこと

※「4役相当」とは、各委員会に於ける委員長、副委員長ならびに行事サポート委員会の制服リサイクルリーダおよび卒業イベントリーダのこと

①②は１名分（本人または本人が指名する代理人）

③は最大２名分（本人と本人が指名した人または本人指名の代理人２名）

④はリサイクル１回につき上下１着まで

特典
最年少のお子さんが

卒業するまで

任期中

行事サポート委員

免除
期間

最年少のお子さんが卒業するまで
（免除を辞退することは可能）

免除の適用条件 本部役員の会議・業務に２/３以上参加 運営委員の会議・業務に１/２以上参加

対象生徒の
在学期間中
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第 19 条 特別委員会は、総会又は運営委員会において必要と認められたときに設置することができる。 

第 20 条 委員会において立案された規約第二章第 4 条に関する新規案件については、運営委員会において、 

承認あるいは報告しなければならない。 

第 七 章  会   議 

第 21 条 定期総会は、年度始めに 1 回とし、会長が招集して次の事項を行う。 

1. 前年度の事業報告及び決算報告の承認。 

2. 新年度の事業計画及び予算の議決。 

3. 役員及び会計監査委員の承認。 

4. 規約の改廃に関する事項の議決。 

5. その他重要事項の審議及び議決。 

第 22 条 臨時総会は、次の場合に招集する事ができる。 

1. 会長が必要と認めた時。 

2. 運営委員会が必要と認めた時。 

3. ＰＴＡメンバーの 2 分の 1 以上から会議の目的及び理由を明示の上で招集請求があった時。 

第 23 条 総会は、ＰＴＡメンバーの 2 分の 1 の出席（委任状を含む）によって成立し、 

議決は、出席者の過半数の同意によるものとする。 

第 24 条 運営委員会（会議体）は、役員、各委員会の正副委員長、および行事リーダー、並びに教職員 1 名を     

もって構成され、会長の召集によって次の事項を行う。 

1. 規約第二章第 4 条施行に関する事。 

2. その他、本会の運営並びにＰＴＡ活動の施行に関する事。 

3. 規約の改廃に関わる案件を除き、緊急を要する案件については、運営委員会の議決をもって施行する 

ことができる。但し、速やかに全ＰＴＡメンバーに広報したうえで総会にて報告しなければならない。 

4. 会長は、過半数の運営委員が運営委員会を必要と認め請求した時は、運営委員会を招集しなければ 

ならない。 

5. 議決前の案件については、むやみに口外してはならない。 

第 25 条 役員会は、役員によって構成され次の事項を行う。 

1. 規約第二章第 4 条施行全般に関する協議及び調整。 

2. 総会の開催。 

3. 運営委員会の開催。 

4. 議決前の案件については、むやみに口外してはならない。 

但し、歴代ＰＴＡ会長への相談はこの限りではない。 

第 26 条 学校長、あるいはこれに代わる学校管理職員は、会議に出席し意見を述べることができる。 

第 八 章  経   費 

第 27 条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 

1. 活動費 

2. その他の収入 
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第 28 条 本会のＰＴＡメンバーは、会の経費に充てるため活動費を拠出する。活動費は次の構成とする。 

1. 一般会計：卒業生記念品、ＰＴＡ団体保険、校内美化・植裁活動、同好会費などの経常費用 

2. 特別会計：部活関連の協賛や学校への寄贈など、学校側と協議の上支出する臨時費用 

第 29 条 前条の規定による活動費は、生徒 1 人につき年額 1,500 円とする。 

期中転入の場合もその時期にかかわらず同額とする。 

第 30 条 前条規定の活動費は、天災、その他不可抗力による被害者に対しては、申請のある場合は、 

運営委員会の議決により減免する事ができる。その他の事情についての申請のある場合は、 

学校長と役員会の協議により減免することができる。 

第 31 条 運営委員の活動費運用については、次の通りとする 

1. 会計管理の業務は副委員長が行い、委員長はこれを補佐する。 

2. 年度初回の運営委員会において、本部より予算（総会承認済）の提示を受けるものとする。 

3. 必要な物品の購入または経費の支出を行う場合は、随時本部へ事前に報告し承認を得るものとする。 

4. 購入費用は一時立替えにて対応する。 

5. 支出に関する領収書は手元で保管するとともに、領収書の写し（写真等）を本部へ送付するものとする。 

6. 年度末の最終運営委員会において、領収書を持参のうえ清算を行うものとする。 

7. 文房具等の必要備品については、ＰＴＡ本部において一括して購入するものとする。 

第 32 条 既納活動費は、本会解散の場合の他返還しないものとする。 

第 九 章  会   計 

第 33 条 本会の会計は、当該年度の 4 月 1 日から 3 月 31 日とする。 

第 34 条 本会の会計は、第七章 21 条 2 に基づき履行する。 

第 35 条 本会の資産(特別会計含む)は、ＰＴＡ本部会計が保管する。特別会計の出金に関しては、 

総会で承認を取らなければならない。 

第 十 章  慶 弔 費 

第 36 条  範囲及び金額は次の通りとする。 

1. 結婚 ＰＴＡメンバー教職員（申告者のみ。別紙申請書提出） 

2. 出産 ＰＴＡメンバー教職員（申告者のみ。配偶者出産含む。別紙申告書提出） 

3. 死亡 ＰＴＡメンバー生徒 

4. 1 から 3 の金額は、5,000 円とする。 

5. 災害見舞金  ＰＴＡメンバーの災害の程度により、5,000 円を限度とする。 

第 37 条 前述 5 及び前述以外（生徒の部活動等の応援に関わる費用など）は、運営委員会、あるいは 

役員会に一任するものとする。 

第 十一 章 同 好 会 

第 38 条 同好会は、保護者有志の希望によって結成し自主的に活動することができる。 

但し、その結成及び存続については、ＰＴＡ本部へ申請し承認を得なければならない。 
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第 39 条 ＰＴＡ本部で承認された同好会には、活動費を支給する。但し、 

1. 年度始めに代表者の氏名と連絡先をＰＴＡ本部に提出し、変更がある場合は速やかに報告すること。 

2. 年度初めに活動計画が提出できること。 

3. 年度始めに当年度の活動計画、年度末に活動報告と次年度の活動計画案をＰＴＡ本部に提出し、後者は総

会で承認を得ること。 

4. 体育館を使用する団体は、市へ名簿を提出し、速やかにＰＴＡ本部に報告すること。  

第 40 条 活動費の支給額は 5,000 円を上限とし、当該年度の本部役員会で決定する。 

第 41 条 第 38 条から第 4０条に該当しない事項は、必要に応じて運営委員会、あるいは役員会にて協議のうえ決

定する。但し、総会で報告しなければならない。 

第 十二 章 総則の改版 

第 42 条 本総則は、総会の承認をもって変更することができる。 

第 十三 章 附   則 

本会は昭和四十四年八月二日設立。 

本会則は昭和四十九年三月四日から実施する。 

本会則は昭和五十七年四月一日から施行する。 

本会則は昭和六十三年五月七日から施行する。 

本会則は平成三年五月十一日から施行する。 

本会則は平成六年五月二十一日から施行する。 

本会則は平成十年四月一日から施行する。 

本会則は平成二十六年五月十日から施行する。 

本会則は平成二十七年五月九日から施行する。 

本会則は平成二十八年五月七日から施行する。 

本会則は平成二十九年五月十三日から施行する。 

本会則は平成三十年四月二十五日から施行する。 

本会則は令和二年五月九日から施行する。 

本会則は令和五年四月十二日から施行する。 

本会則は令和六年五月一日から施行する。 

本規約は令和七年五月一日から施行する。 

本規約は令和八年五月一日から施行する。 
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細   則 

第 一 章  行事サポート委員会 

第 １ 条 委員数は、当該年度の各学年クラス数を基準とする。 

また、当該年度のクラス数を鑑みて、必要に応じて委員数を増やすことができる。増員（数）については、 

ＰＴＡ本部役員会にて協議のうえ決定する。役員、会計監査、委員の兼務は、原則認めない。但し、本人が兼

務を希望する場合は、その限りでは無い。 

第 ２ 条 委員長、副委員長ならびに行事リーダ 2 名を定め、ＰＴＡ活動を履行する。また、委員長、副委員長の両名、

又はいずれか 1 名ならびに行事リーダ 2 名は、運営委員として 

運営委員会に出席しなければならない。行事リーダが出席できない場合は、委員長または副委員長のいず

れかが代理するものとする。 

第 ３ 条 学校行事、ＰＴＡ活動に対し積極的に参加協力する。 

また、会員に積極的な参加協力を促すように努め、以下のＰＴＡ活動を履行する。 

1. 総則第二章第 4 条に基づき随時検討を重ねる。 

変更が必要な時は、運営委員会で承認を得なければならない。 

2. 行事サポート委員会は、教育活動を円滑に進める為、地域有志の協力を仰ぐ事が出来るものとする。 

第 ４ 条 制服リサイクルリーダは、第 1 学年及び第 2 学年の委員会メンバーより選出する。制服リサイクル活動は、

制服リサイクルリーダを主査として、第 1 学年及び第 2 学年の行事サポート委員会メンバーとともに活動す

るものとする。 

第 ５ 条 ３学年活動リーダは、第 3 学年の委員会メンバーより選出する。卒業記念品選定活動及び５年後の「二十歳

を祝う会」の実行委員として、第 3 学年の行事サポート委員会メンバーとともに活動するものとする。 

 

第 ６ 条 修学旅行先選定の保護者代表は、第 1 学年の委員会メンバーより選出する。生徒が第 3 学年時に実施す

る修学旅行の行先選定するための保護者代表として活動するものとする。 

第 二 章  特別委員会 

第 ７ 条 総会、又は運営委員会で必要とされた人員をもって構成される。また、本人の申し出により 

既に当該生徒の学年において役員、会計監査、委員を経験済みの場合は、対象者から外すことができる。 

第 ８ 条 委員長、副委員長を定めＰＴＡ活動を履行する。また、委員長、副委員長の両名、又は 

いずれか 1 名は、運営委員として運営委員会に出席しなければならない。 

第 ９ 条 委員は、各学級の意見をまとめ委員会へ報告する。また、委員会で得た情報を速やかに学級会員に 

伝達する。必要に応じてお便りを作成し配付する。但し、ＰＴＡ会長の校正を受けなければならない。 

第 10 条 学校行事、ＰＴＡ活動に対し積極的に参加協力する。また、各学級会員に積極的な参加協力を 

通常行事活動 制服リサイクル活動 ３学年活動

主査 委員長、副委員長 制服リサイクルリーダ ３学年活動リーダ

第1学年及び第2学年メンバー ＋ 第3学年メンバー
委員長、副委員長 （委員長、副委員は任意）

メンバ－ 全メンバー
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促すように努め、総会、又は運営委員会で定められたＰＴＡ活動を履行する。 

1. 総則第二章第 4 条に基づき随時検討を重ねる。 

変更が必要な時は、運営委員会で承認を得なければならない。 

第 三 章  選出委員会 

第 11 条 第 1 学年、及び第 2 学年の各学級より互選会への出席者を 3 名選出する。 

役員、会計監査、委員の兼務は認めない。また、本人の申し出により、既に当該生徒の学年において 

役員、会計監査、委員を経験済みの場合は、対象者から外すことができる。 

第 12 条 委員長、副委員長を定め、ＰＴＡ活動を履行する。また、運営委員会に出席し、 

意見を述べることができる。 

第 13 条 役員及び会計監査委員の選出に関することを行う。 

1. 全教職員会員よりの推薦をもって、教職員の役員及び会計監査委員の推薦者を決定する。 

2. ＰＴＡメンバーの全保護者（又はこれに代わる者）より会長、副会長の選出者を決定し、 

総会で承認を得なければならない。 

3. 決定した選出者より承諾書を申し受ける。 

第 四 章  細則の改版 

第 14 条 本細則は、運営委員会の承認をもって変更することができる。但し、速やかにＰＴＡメンバーに伝達し 

総会で報告しなければならない。 

第 五 章  附   則 

本細則は平成二十八年五月七日から実施する。 

本細則は平成二十九年五月十三日から実施する。 

本細則は平成三十年四月二十五日から実施する。 

本細則は平成三十年四月二十五日から施行する。 

本細則は令和五年四月十二日から施行する。 

本細則は令和六年五月一日から施行する。 

本細則は令和七年五月一日から施行する。 

本細則は令和八年五月一日から施行する。 

 


